


筍 HYOGO SHINKIN BANK

♦預金・貸出金の状況 ●自己資本比率 ◆創 業

◆貸出金の内訳 ◆自己資本の構成に関する事項 ◆本 店

◆損益の状況 ◆自己資本の充実度に関する事項
◆会員 数
◆出資 金

◆金融再生法に基づく開示債権 ◆地域貢献活動

◆有価証券の情報

(冨『濯雹F▲ —

預金 残 高

貸出金残高

◆店舗数
◆役職員数

令和5年9月末

708,481 

317,718 

昭和6年1月12日
姫路市北条口三丁目27番地
40,959名
2,415百万円
40ヵ店
522名

令和6年3月末

715,922 

314,177 

（単伯：百万円）

令和6年9月末

747,363 

313,458 

（●業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 【貸出金業種別内訳】 ］ 
／ 

＼ 

令和5年9月末
業 種 区 分

貸出金残高
製 坦‘牛 業 20,551 

農 業 、 林 業 102 

漁 業 153 

鉱業、採石業、砂利採取業 204 

建 設 業 30,904 

電気・ガス ・ 熱供給·水道業 ， 

情 報 通 信 業 914 

運 輸 業 、 郵 便 業 5,159 

卸 売 業 、 小 売 業 25,082 

金 融 業 、 保 険 業 15,115 

不 動 産 業 73,417 

物 品 賃 貸 業 1,158 

学術研究、専門・技循サ ー ビス業 2,376 

宿 泊 業 4,083 

飲 食 業 6,371 

生活関連サ ー ビス業 、娯楽業 9,289 

教育 、 学習支援業 620 

医 療 、 福 祉 9,914 

その他のサ ー ビス 11,886 

小 計 217,316 

地 方 公 土，， ヒヽ 団 体 21,539 

個 人 78,862 

合 計 317,718 

農業 、 林業·······················0.0%
漁 業························0.1%
鰈、採石墓、砂利採敢墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•0.1%
翻・ガス・恩供給・水道墓························0.0%
情 報通信業························0.3%
金融業、保険業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•4.3%

物品賃貸業························0.4%
躙舟，馴餅iサーピス覆..・・・・・・・・....・・・・・・・・··0.8%
宿 泊 業························1.3%
飲 食 業························1.9%
蛭龍サーピス纂，倶頚·・・・・・・・·・・・・・・・・・・・····2.2%
教育、学習支援業・·・・・・・・・・・・・·・・・・・・・・・・0.3%
医 療、福 祉・・・・・・・・・・・・・...・・・・・・・•3.0%
その他のサー ビス・·・・・・・・・・・・・·・・・・・・・・・•4.1%

令和6年3月末
貸出金残高

19,729 

82 

46 

193 

31,316 

8 

875 

4,723 

24,876 

14,139 

73,168 

1,106 

2,267 

4,153 

6,064 

8,801 

850 

9,772 

12,405 

214,582 

20,744 

78,850 

314,177 

（単位：先、百万円）
令和6年9月末

貸 出先数 貸出金残高 構 成 比
470 19,479 6.2 

7 61 0.0 

11 282 0.1 

2 180 0.1 

1,050 32,268 10.3 

1 8 ゜

34 833 0.3 

122 4,839 1.5 

747 25,485 8.1 

29 13,594 4.3 

1,054 74,152 23.7 

11 1,104 0.4 

116 2,500 0.8 

17 3,958 1.3 

354 5,892 1.9 

279 6,865 2.2 

37 1,082 0.3 

219 9,380 3.0 

252 12,842 4.1 

4,812 214,812 68.5 

13 19,018 6.1 

10,703 79,627 25.4 

15,528 313,458 100.0 

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載してあります。

不動産業
23.7% 

中間 Disclosure 2024.9 ひょうしんをご理解いただくために

【●損益の状況 ］ 
預金残高は前年同期比388億円増加の7,473億円、 貸出金残高は前年同期比
42億円減少の3,134億円となりました。 業務純益は、 資金利益の増加や有
価証券売却関連損益の増加等により前年同期比3億円増加の13億円となり
ました。 また、 当期純利益は、 前年同期比1億円増加の14億円となりました。

業務純益
経常利 益
当期純利益

令和5年9月
953 

1,387 

1,369 

（単位：百万円）

令和6年9月
1,312 

1,484 

1 ,474 

●令和6年9月期の金融再生法に基づく開示債権額 」
1. 自己査定実施基準と債権額開示基準

令和6年9月末を基準日として、 当金庫の自己査定基準に基づき債務者区分を査定しました。
・債権額は、 自己査定基準に基づいた新債務者区分で算出しました。
・要管理債権の内三月以上延滞債権は、 令和 6 年 9 月末現在で査定しました。

2. 自己査定の債務者区分との関係 （単位：百万円、％）
／� 金融再生法 令和6年3月末，構成比（％） 令和6年9月末，構成比（％ド

破産更生債 権及びこれらに準ずる債権 4,560 I 1.4 4,475 I 1.4 
危険債 権 14,167 : 4.5 13,538 I 4.3 
要管理債権 7 : 0.1 7 : 0.1 
| 三月以上延滞債権 I I 

I I 

| 貸出条件緩和債権 7 : 0.1 7 : 0.1 
小 計（ A) 18,735 : 6.0 18,021 : 5.8 
正常債 権（B) 295,840 I 94.0 295,656 I 94.2 

＼� 総与信残晶（ A)+(B ) 314,575 I 100.0 313,678 I 100.0 

【●有価証券の評価情報 ｀ 

,. 売買目的有価証券 該当する取引はございません。
2. 満期保有目的の債券
／ 

種 類
令和6年3月末

貸借対照表計上額 時 価
国 債
地 方 債 1,637 1,647 

時価が貸借対照 短 期 社 債
表計上額を超え 社 債
るもの そ の 他 1,019 1,051 

小 計 2,657 2,699 
国 債

時価が貸借対照 地 方 債 1,388 1,372 

表計上額を超え 短 期 社 債
ないもの 社 債

そ の 他 3,452 3,280 
小 計 4,841 4,652 

＼� 合 計 7,498 7,351 

令和6年9月末
差 額 貸借対照表計上額 時 価

， 412 418 

32 232 232 
41 644 650 

▲16 2,248 2,221 

▲172 3,645 3,434 
▲188 5,893 5,655 
▲146 6,538 6,305 

（注） 1. 8寺価は、期末日にあける市場価格等に基づいてありまd。 2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等でg。

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 該当する取引はございません。
4. その他有価証券
／ 令和6年3月末

種 類 貸借対照表計上額 取 得 原 価 差 額 貸借対照表計上額
株 式
債 券 18,688 18,314 374 16,669 

貸借対照表計上
国 債 530 512 18 523 
地 方 債 9,071 8,881 190 6,774 

額が取得原価を 短期社債超えるもの 社 債 9,086 8,920 165 9,371 
そ の 他 63,454 58,902 4,552 46,602 
小 計 82,143 77,216 4,926 63,272 
株 式
債 券 95,656 100,021 ▲4,365 109,239 

貸借対照表計上
国 債 7,411 8,042 ▲631 7,197 

額が取得原価を 地 方 債 23,001 24,557 ▲1,556 23,905 

超えないもの 短期社債 9,997 
社 債 65,243 67,421 ▲2,178 68,139 

そ の 他 71,238 74,973 ▲3,735 88,742 
小 計 166,894 174,995 ▲8,100 197,982 

＼ 合 計 249,037 252,211 ▲3,174 261,254 

令和6年9月末
取 得 原 価

16,410 
510 

6,649 

9,250 
43,166 
59,576 

114,500 
8,041 

25,834 
9,997 

70,626 
92,705 

207,205 
266,782 

（注） 1.貸借対照表計上額は、期末日にあける市場価格等に基づいてあります。 2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
3.巾場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めてありません。

（単位：百万円）ヽ
差 額

5 

゜

6 

▲27 

▲211
▲238 
▲232

（単位：百万円）
ヽ

差 額

258 
12 

124 

121 
3,436 
3,695 

▲5,260 
▲844 

▲1,928 

▲2,487 
▲3,962
▲9,223 
▲5,528 



筍 HYOGO SHINKIN BANK

♦預金・貸出金の状況 ●自己資本比率 ◆創 業

◆貸出金の内訳 ◆自己資本の構成に関する事項 ◆本 店

◆損益の状況 ◆自己資本の充実度に関する事項
◆会員 数
◆出資 金

◆金融再生法に基づく開示債権 ◆地域貢献活動

◆有価証券の情報

(冨『濯雹F▲ —

預金 残 高

貸出金残高

◆店舗数
◆役職員数

令和5年9月末

708,481 

317,718 

昭和6年1月12日
姫路市北条口三丁目27番地
40,959名
2,415百万円
40ヵ店
522名

令和6年3月末

715,922 

314,177 

（単伯：百万円）

令和6年9月末

747,363 

313,458 

（●業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 【貸出金業種別内訳】 ］ 
／ 

＼ 

令和5年9月末
業 種 区 分

貸出金残高
製 坦‘牛 業 20,551 

農 業 、 林 業 102 

漁 業 153 

鉱業、採石業、砂利採取業 204 

建 設 業 30,904 

電気・ガス ・ 熱供給·水道業 ， 

情 報 通 信 業 914 

運 輸 業 、 郵 便 業 5,159 

卸 売 業 、 小 売 業 25,082 

金 融 業 、 保 険 業 15,115 

不 動 産 業 73,417 

物 品 賃 貸 業 1,158 

学術研究、専門・技循サ ー ビス業 2,376 

宿 泊 業 4,083 

飲 食 業 6,371 

生活関連サ ー ビス業 、娯楽業 9,289 

教育 、 学習支援業 620 

医 療 、 福 祉 9,914 

その他のサ ー ビス 11,886 

小 計 217,316 

地 方 公 土，， ヒヽ 団 体 21,539 

個 人 78,862 

合 計 317,718 

農業 、 林業·······················0.0%
漁 業························0.1%
鰈、採石墓、砂利採敢墓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•0.1%
翻・ガス・恩供給・水道墓························0.0%
情 報通信業························0.3%
金融業、保険業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•4.3%

物品賃貸業························0.4%
躙舟，馴餅iサーピス覆..・・・・・・・・....・・・・・・・・··0.8%
宿 泊 業························1.3%
飲 食 業························1.9%
蛭龍サーピス纂，倶頚·・・・・・・・·・・・・・・・・・・・····2.2%
教育、学習支援業・·・・・・・・・・・・・·・・・・・・・・・・0.3%
医 療、福 祉・・・・・・・・・・・・・...・・・・・・・•3.0%
その他のサー ビス・·・・・・・・・・・・・·・・・・・・・・・•4.1%

令和6年3月末
貸出金残高

19,729 

82 

46 

193 

31,316 

8 

875 

4,723 

24,876 

14,139 

73,168 

1,106 

2,267 

4,153 

6,064 

8,801 

850 

9,772 

12,405 

214,582 

20,744 

78,850 

314,177 

（単位：先、百万円）
令和6年9月末

貸 出先数 貸出金残高 構 成 比
470 19,479 6.2 

7 61 0.0 

11 282 0.1 

2 180 0.1 

1,050 32,268 10.3 

1 8 ゜

34 833 0.3 

122 4,839 1.5 

747 25,485 8.1 

29 13,594 4.3 

1,054 74,152 23.7 

11 1,104 0.4 

116 2,500 0.8 

17 3,958 1.3 

354 5,892 1.9 

279 6,865 2.2 

37 1,082 0.3 

219 9,380 3.0 

252 12,842 4.1 

4,812 214,812 68.5 

13 19,018 6.1 

10,703 79,627 25.4 

15,528 313,458 100.0 

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載してあります。

不動産業
23.7% 

中間 Disclosure 2024.9 ひょうしんをご理解いただくために

【●損益の状況 ］ 
預金残高は前年同期比388億円増加の7,473億円、 貸出金残高は前年同期比
42億円減少の3,134億円となりました。 業務純益は、 資金利益の増加や有
価証券売却関連損益の増加等により前年同期比3億円増加の13億円となり
ました。 また、 当期純利益は、 前年同期比1億円増加の14億円となりました。

業務純益
経常利 益
当期純利益

令和5年9月
953 

1,387 

1,369 

（単位：百万円）

令和6年9月
1,312 

1,484 

1 ,474 

●令和6年9月期の金融再生法に基づく開示債権額 」
1. 自己査定実施基準と債権額開示基準

令和6年9月末を基準日として、 当金庫の自己査定基準に基づき債務者区分を査定しました。
・債権額は、 自己査定基準に基づいた新債務者区分で算出しました。
・要管理債権の内三月以上延滞債権は、 令和 6 年 9 月末現在で査定しました。

2. 自己査定の債務者区分との関係 （単位：百万円、％）
／� 金融再生法 令和6年3月末，構成比（％） 令和6年9月末，構成比（％ド

破産更生債 権及びこれらに準ずる債権 4,560 I 1.4 4,475 I 1.4 
危険債 権 14,167 : 4.5 13,538 I 4.3 
要管理債権 7 : 0.1 7 : 0.1 
| 三月以上延滞債権 I I 

I I 

| 貸出条件緩和債権 7 : 0.1 7 : 0.1 
小 計（ A) 18,735 : 6.0 18,021 : 5.8 
正常債 権（B) 295,840 I 94.0 295,656 I 94.2 

＼� 総与信残晶（ A)+(B ) 314,575 I 100.0 313,678 I 100.0 

【●有価証券の評価情報 ｀ 

,. 売買目的有価証券 該当する取引はございません。
2. 満期保有目的の債券
／ 

種 類
令和6年3月末

貸借対照表計上額 時 価
国 債
地 方 債 1,637 1,647 

時価が貸借対照 短 期 社 債
表計上額を超え 社 債
るもの そ の 他 1,019 1,051 

小 計 2,657 2,699 
国 債

時価が貸借対照 地 方 債 1,388 1,372 

表計上額を超え 短 期 社 債
ないもの 社 債

そ の 他 3,452 3,280 
小 計 4,841 4,652 

＼� 合 計 7,498 7,351 

令和6年9月末
差 額 貸借対照表計上額 時 価

， 412 418 

32 232 232 
41 644 650 

▲16 2,248 2,221 

▲172 3,645 3,434 
▲188 5,893 5,655 
▲146 6,538 6,305 

（注） 1. 8寺価は、期末日にあける市場価格等に基づいてありまd。 2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等でg。

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 該当する取引はございません。
4. その他有価証券
／ 令和6年3月末

種 類 貸借対照表計上額 取 得 原 価 差 額 貸借対照表計上額
株 式
債 券 18,688 18,314 374 16,669 

貸借対照表計上
国 債 530 512 18 523 
地 方 債 9,071 8,881 190 6,774 

額が取得原価を 短期社債超えるもの 社 債 9,086 8,920 165 9,371 
そ の 他 63,454 58,902 4,552 46,602 
小 計 82,143 77,216 4,926 63,272 
株 式
債 券 95,656 100,021 ▲4,365 109,239 

貸借対照表計上
国 債 7,411 8,042 ▲631 7,197 

額が取得原価を 地 方 債 23,001 24,557 ▲1,556 23,905 

超えないもの 短期社債 9,997 
社 債 65,243 67,421 ▲2,178 68,139 

そ の 他 71,238 74,973 ▲3,735 88,742 
小 計 166,894 174,995 ▲8,100 197,982 

＼ 合 計 249,037 252,211 ▲3,174 261,254 

令和6年9月末
取 得 原 価

16,410 
510 

6,649 

9,250 
43,166 
59,576 

114,500 
8,041 

25,834 
9,997 

70,626 
92,705 

207,205 
266,782 

（注） 1.貸借対照表計上額は、期末日にあける市場価格等に基づいてあります。 2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
3.巾場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めてありません。

（単位：百万円）ヽ
差 額

5 

゜

6 

▲27 

▲211
▲238 
▲232

（単位：百万円）
ヽ

差 額

258 
12 

124 

121 
3,436 
3,695 

▲5,260 
▲844 

▲1,928 

▲2,487 
▲3,962
▲9,223 
▲5,528 



当金庫の令和６年９月末の自己資本比率は、10.94％となりました。
これは国内基準の４％を大きく上回っており、当金庫の経営が安全かつ健全であることを示しています。

◎自己資本の状況

自己資本の構成に関する事項(単体）�� (単位：百万円)

コア資本に係る基礎項目　　（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

　うち、出資金及び資本剰余金の額� 

　うち、利益剰余金の額� 

　うち、外部流出予定額（△）� 

　うち、上記以外に該当するものの額� � 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　

　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額� 

　うち、適格引当金コア資本算入額� � � 

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に

係る基礎項目の額に含まれる額�  

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）

コア資本に係る調整項目　　（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額�  

　うち、のれんに係るものの額� 

　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額� 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額�  

適格引当金不足額　　�  

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額�  

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額�  

前払年金費用の額�  

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額　　�  

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額�  

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額�  

信用金庫連合会の対象普通出資等の額�  

特定項目に係る10%基準超過額�  

　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額� 

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額� 

　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額� 

特定項目に係る15%基準超過額�  

　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額� 

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額� 

　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額� 

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）�

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）  �  � 

リスク・アセット等　（３）

　信用リスク・アセットの額の合計額�  

　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８%で除して得た額�  

信用リスク・アセット調整額�  

オペレーショナル・リスク相当額調整額�  

リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）�  

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 

34,155

2,418

31,856

119

△0

767

767

－

－

34,922

94

－

94

－

－

－

－

96

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

190

34,732

　�

304,370

－

14,820

－

－

319,191

10.88％

35,626

2,415

33,210

－

－

796

796

－

－

36,422

96

－

96

－

－

－

－

125

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

221

36,201

　�

315,893

－

14,820

－

－

330,714

10.94％

（注）　自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の 

　　　充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

項　　　　　　目 令和６年３月末� 令和６年９月末

自己資本の充実度に関する事項

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額の合計�  

　①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー� 

　　　現金�

　　　我が国の中央政府及び中央銀行向け�

　　　外国の中央政府及び中央銀行向け�

　　　国際決済銀行等向け�

　　　我が国の地方公共団体向け�

　　　外国の中央政府等以外の公共部門向け�

　　　国際開発銀行向け�

　　　地方公共団体金融機構向け�

　　　我が国の政府関係機関向け�

　　　地方三公社向け�

　　　金融機関及び第一種金融商品取引業者向け�

　　　法人等向け�

　　　中小企業等向け及び個人向け�

　　　抵当権付住宅ローン�

　　　不動産取得等事業向け�

　　　三月以上延滞等�

　　　取立未済手形�

　　　信用保証協会等による保証付�

　　　株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付�

　　　出資等�

　　　　　　　出資等のエクスポージャー

　　　　　　　重要な出資のエクスポージャー

　　　上記以外�

　　　　　　他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他

　　　　　　外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

　　　　　　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に

　　　　　　算入されなかった部分に係るエクスポージャー

　　　　　　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー

　　　　　　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に

　　　　　　係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

　　　　　　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関

　　　　　　等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段

　　　　　　に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

　　　　　　　上記以外のエクスポージャー

　②証券化エクスポージャー� 

　　　　　　　STC要件適用分

　　　　　　　非STC要件適用分

　③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

　　　　ルック・スルー方式�

　　　　マンデート方式�

　　　　蓋然性方式（250％）�

　　　　蓋然性方式（400％）�

　　　　フォールバック方式（1250％）�

　 ④他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置により 

　　リスク・アセットの額に算入されなかったものの額

　⑤CVAリスク相当額を8%で除して得た額� 

　⑥中央清算機関関連エクスポージャー� 

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額�  

ハ．単体総所要自己資本額　　（イ＋ロ）�  
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  269,836  
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  －
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 －
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  －

 19,362  

6,068  

1,082

－

－
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－
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  －

  314

  314

  －

  774

  242

  43

－

－

  －

 488
  60

－
 60
－

  1,183  

1,183

－
 －
－
－

－

  137

－
 592  

12,767

 315,893

 275,922  

－

 －

－

－

－

 40

  40

  －

 1,128  

340  

50,497  

105,777  

51,088  

5,389  

32,317  

580

  43  

1,831

  －
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－
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－
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  3,420

－
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 12,635

  11,036

－

 －

  －

  －

－

  1

1

  －

 45

 13

  2,019  

4,231  

2,043  

215  

1,292

  23

  1
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  －

  309

  309

  －

  764

  261

  22

－

－

－

 480
  55

－
 55
－

  1,406  

1,406

－
－
－
－

－

136

－
  592  

13,228

令和６年３月末

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

令和６年９月末

(単位：百万円)

（注）1. 所要自己資本の額＝リスクアセット× 4％�    

2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等です。�    

3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等   

　向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが 150％になったエクスポージャーのことです。�    

4. 当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。�    
　 < オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法 >     

　　  粗利益（直近 3 年間のうち正の値の合計額）× 15％�   

　　  　 直近 3 年間のうち粗利益が正の値であった年数�   

5. 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額× 4％�    

証券化

再証券化

● 自己資本比率

中間Disclosure 2024.9　ひょうしんをご理解いただくためにHYOGO SHINKIN BANK



当金庫の令和６年９月末の自己資本比率は、10.94％となりました。
これは国内基準の４％を大きく上回っており、当金庫の経営が安全かつ健全であることを示しています。

◎自己資本の状況

自己資本の構成に関する事項(単体）�� (単位：百万円)

コア資本に係る基礎項目　　（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

　うち、出資金及び資本剰余金の額� 

　うち、利益剰余金の額� 

　うち、外部流出予定額（△）� 

　うち、上記以外に該当するものの額� � 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　

　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額� 

　うち、適格引当金コア資本算入額� � � 

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に

係る基礎項目の額に含まれる額�  

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）

コア資本に係る調整項目　　（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額�  

　うち、のれんに係るものの額� 

　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額� 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額�  

適格引当金不足額　　�  

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額�  

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額�  

前払年金費用の額�  

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額　　�  

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額�  

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額�  

信用金庫連合会の対象普通出資等の額�  

特定項目に係る10%基準超過額�  

　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額� 

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額� 

　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額� 

特定項目に係る15%基準超過額�  

　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額� 

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額� 

　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額� 

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）�

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）  �  � 

リスク・アセット等　（３）

　信用リスク・アセットの額の合計額�  

　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８%で除して得た額�  

信用リスク・アセット調整額�  

オペレーショナル・リスク相当額調整額�  

リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）�  

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 

34,155

2,418

31,856
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－
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　�
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14,820
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－

319,191
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35,626

2,415

33,210

－

－
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－

－

36,422
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－

96

－

－

－

－
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－

－

－

－

－
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－
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221
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　�

315,893

－
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－
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10.94％

（注）　自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の 

　　　充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

項　　　　　　目 令和６年３月末� 令和６年９月末

自己資本の充実度に関する事項

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額の合計�  

　①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー� 

　　　現金�

　　　我が国の中央政府及び中央銀行向け�

　　　外国の中央政府及び中央銀行向け�

　　　国際決済銀行等向け�

　　　我が国の地方公共団体向け�

　　　外国の中央政府等以外の公共部門向け�

　　　国際開発銀行向け�

　　　地方公共団体金融機構向け�

　　　我が国の政府関係機関向け�

　　　地方三公社向け�

　　　金融機関及び第一種金融商品取引業者向け�

　　　法人等向け�

　　　中小企業等向け及び個人向け�

　　　抵当権付住宅ローン�

　　　不動産取得等事業向け�

　　　三月以上延滞等�

　　　取立未済手形�

　　　信用保証協会等による保証付�

　　　株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付�

　　　出資等�

　　　　　　　出資等のエクスポージャー

　　　　　　　重要な出資のエクスポージャー

　　　上記以外�

　　　　　　他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他

　　　　　　外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

　　　　　　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に

　　　　　　算入されなかった部分に係るエクスポージャー

　　　　　　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー

　　　　　　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に

　　　　　　係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

　　　　　　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関

　　　　　　等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段

　　　　　　に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

　　　　　　　上記以外のエクスポージャー

　②証券化エクスポージャー� 

　　　　　　　STC要件適用分

　　　　　　　非STC要件適用分

　③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

　　　　ルック・スルー方式�

　　　　マンデート方式�

　　　　蓋然性方式（250％）�

　　　　蓋然性方式（400％）�

　　　　フォールバック方式（1250％）�

　 ④他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置により 

　　リスク・アセットの額に算入されなかったものの額

　⑤CVAリスク相当額を8%で除して得た額� 

　⑥中央清算機関関連エクスポージャー� 

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額�  

ハ．単体総所要自己資本額　　（イ＋ロ）�  
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－

  1,183  

1,183

－
 －
－
－

－

  137

－
 592  

12,767

 315,893

 275,922  

－

 －

－

－

－

 40

  40

  －

 1,128  

340  

50,497  

105,777  

51,088  

5,389  

32,317  

580

  43  

1,831

  －

  7,730  

7,730

  －

 19,117  

6,548  

556

－

－

－

 12,012  
1,391

－
  1,391

－
 35,159  

35,159

－
－
－
－

－

  3,420

－
14,820  

330,714

 12,635

  11,036

－

 －

  －

  －

－

  1

1

  －

 45

 13

  2,019  

4,231  

2,043  

215  

1,292

  23

  1

  73

  －

  309

  309

  －

  764

  261

  22

－

－

－

 480
  55

－
 55
－

  1,406  

1,406

－
－
－
－

－

136

－
  592  

13,228

令和６年３月末

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

令和６年９月末

(単位：百万円)

（注）1. 所要自己資本の額＝リスクアセット× 4％�    

2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等です。�    

3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等   

　向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが 150％になったエクスポージャーのことです。�    

4. 当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。�    
　 < オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法 >     

　　  粗利益（直近 3 年間のうち正の値の合計額）× 15％�   

　　  　 直近 3 年間のうち粗利益が正の値であった年数�   

5. 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額× 4％�    

証券化

再証券化

● 自己資本比率

中間Disclosure 2024.9　ひょうしんをご理解いただくためにHYOGO SHINKIN BANK
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